
令和７年度 

赤堤小学校 PTA総会 
 

 

本年度も PTAの活動へのご理解とご協力をありがとうございます。また、PTA総会の書面での開催に、 

多くの会員の皆さまにご賛同いただき感謝いたします。 

  本資料には、昨年度の活動・決算報告とともに、本年度の計画や予算案などをまとめております。 

今年度も子どもたちにとってより良い学校生活にすることができるよう、会員の皆さまとともに協力してまいり

たいと思いますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 PTA総会資料  

 

第 1号議案 令和６年度 赤堤小学校 PTA活動報告 （P.1） 

 令和６年度 各委員会の主な活動・会長よりご報告 （P.2-P.3） 

 令和６年度 決算報告および会計監査報告について （P.4-P.5） 

   

第 2号議案 令和７年度 活動方針および活動予定について （P.6） 

   

第 3号議案 令和７年度 予算案について （P.7） 

   

第４号議案 PTA規約・細則の改訂について （P.8-P.9） 

 



 

 

 

令和 7 年５月 

令和６年度 赤堤小学校 PTA 会長 

 藤本 量 

令和６年度 赤堤小学校 PTA 活動報告 
 

＜令和６年度 PTA 活動テーマ＞ 

みんなの架け橋！レッツエンジョイ PTA！*できる時に・できる人が・できる事を＊ 

 

主な活動  

4 月 ◆入学式（新入生、転入生資料、会長は式出席） 

◆交通安全教室（運営、ボランティア募集） 

◆委員選出 

◆離任式 

5 月 ◆PTA総会（書面開催） 

◆広報誌｢あかづつみ｣第 28８号発行 

◆運動会（運営、ボランティア募集） 

◆PTA会費引き落とし 

6 月 ◆ふれあいサンデー（PTA ブース運営、ボランティア募集） 

◆第２ブロック連絡協議会 

◆体力測定（学校主催のお手伝い、ボランティア募集） 

◆家庭教育学級/給食試食会（運営、ボランティア募集） 

7 月 ◆六所神社ラジオ体操（赤堤 2 丁目町会主催のお手伝い、ボランティア募集） 

◆教育条件整備要望書 

8 月 ◆夏休み水鉄砲大合戦（運営、PTA 遊び場） 

9 月 ◆赤堤子どもまつり（運営、ボランティア募集） 

10 月 ◆六所の森クラシックコンサート（手伝い、ボランティア募集） 

◆単 P 研修会/ワイワイミーティング(運営) 

◆遊びの宝島 ＠赤松公園(手伝い) 

11 月 ◆学習発表会（学校主催のお手伝い、ボランティア募集） 

◆令和７年度 PTA会長選考（立候補者募集） 

12 月 ◆令和７年度 PTA会長選出（立候補者なし） 

◆卒対費引き落とし 

1 月 ◆令和７年度役員・委員・校外委員選考・抽選 

2 月 ◆新１年生保護者説明会 書類配布 

◆令和７年度会長・役員互選会 

3 月 ◆音楽発表会（学校主催のお手伝い、ボランティア募集） 

◆卒業式（会長、他３名程度が来賓受付手伝いのため出席） 

◆広報誌「あかづつみ」第２８９号発行 

 

 

【通年活動】 

役員会･実行委員会開催 ｢みんなの PTA 通信｣発行 ｢校外委員会だより｣発行 

児童転入出情報の管理 校外委員会開催 学校協議会出席 

PTA 会費の管理 学級委員会･役員選考委員会開催 避難所運営委員会出席 

青少年松沢地区委員会出席 学校関係者評価委員会出席 学校運営委員会出席 

 

 

第 1号議案 
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各委員会などの活動  

学年委員会 

 
◆役員選考委員会開催 

◆次期役員・委員・校外委員抽選会開催 

◆次年度役員互選会開催 

◆経験表の管理及び更新 

◆各クラスのサークルスクエアの管理 

◆卒業対策委員として卒業式の準備 

 

広報委員会 

 
◆広報誌｢あかづつみ｣発行 

第 28８号：教職員紹介、PTA役員紹介号（５月発行） 

第 28９号：運動会、学習発表会、音楽発表会等（３月発行) 

◆赤小 PTAブログの更新 

広報で取材したことや、各委員会から募集した記事やお知らせ等を随時ブログで配信 

 

遊び場委員会 

 
◆校庭開放を実施 

◆指導員は遊び場委員 36 名、赤コミュニティサッカークラブ・赤ファイターズ（野球）で実施 

◆指導員料は、学期ごとに支給 

◆ふれあいサンデー（6 月）、夏休み水鉄砲大合戦（8 月）開催 

◆一部遊具を新調 

 

校外委員会 

 
◆地区校外委員と共に校外活動 旗振り･パトロール･サークルスクエア管理  

・｢こどもをまもろう 110 番｣継続意向確認・新規募集、名簿管理   

・赤小安全マップ更新 

・ながらパトロール活動の推進：腕章希望者に配布 

◆地域行事の運営参加、ボランティア募集 

・赤堤こどもまつり 

・こどもの宝島 

◆以下地域活動に参加し、赤小 PTAの活動に反映 

・青少年松沢地区委員会 

・都小 P オンラインミーティング、青少年委員会第２ブロック地域合同研修会 

・赤堤小学校避難所運営委員会 

・赤堤小学校地域合同防災訓練 

・北沢警察署主催行事 

 

研修イベント委員会 

 
◆交通安全教室の運営・開催 

◆家庭教育学級の運営・開催 

 ◆単 P 研修会の運営・開催 

 ＜ボランティア募集＞ 

◆運動会 

◆六所神社ラジオ体操 

◆六所の森クラシックコンサート 

◆学習発表会 

◆音楽発表会 
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令和６年度 PTA 会長より 

 

皆さん、こんにちは。 

令和 6年度 PTA 会長の藤本です。 

 

昨年度はボランティアをはじめ、様々な PTA 活動で大変お世話になりました。 

昨年度の活動を振り返ってみたいと思います。 

 

◆実行委員会を年 3回の合同実行委員会で運営 

◆役員、PTA 委員の配置、業務内容・方法を見直し PTA 業務全体のスリム化 

役員数は 20名→17名に 

◆校外活動の『馬出し』をアウトソーシング（世田谷区シルバー人材センター） 

トライアル後、総会での承認を経て定例化 

◆『体力測定』『学習発表会』『音楽発表会』をはじめ、ボランティア参加を促進 

◆令和 7年度役選よりGoogle フォームの利用を拡大 

◆令和 7年度役員体制の変更 

役員の校内、校外所管を最適化＆委員長間での業務偏重を改善 

 

「PTA って、なんだか難しそう⋯」と思っていた私ですが、足掛け 2年間お世話になりました。 

役員だけでなく、会員の皆さんや地域の皆さん、沢山の方と助け合いながら活動していくことができまし

た。 

そこで得た私なりの答えは、「何でもやってみないとわからない」ということです。 

これからも赤堤小学校 PTA は皆さんとともに全ての子どもたちのために活動を続けていきます。 

タイミングが合えば是非！活動に参加してみてください。ボランティアでもよいですし、役員や委員もよ

いと思います。 

やってみたら意外と面白いぞ⋯ということもあるかもしれません。 

赤堤小学校 PTA は会員の皆さんとともに作り上げていく組織です。 

全ての子どもたちのために皆さんとともに赤堤小学校 PTA 活動を盛り上げていけたら、こんなに素敵な

ことはありません。 

 

これからも赤堤小学校 PTA をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

令和６年度 赤堤小学校 PTA 会長 藤本 量 
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令和 6 年度 PTA 会計決算報告  

 
令和 6 年度 PTA 会計決算につきましてご報告いたします。  

決算内容については、添付の決算報告書を確認いただきますようにお願いいたします。  

予算に対し、収入予算と異なるもの、特に、支出額が予算よりも増減が多い項目について、以下の通り主な

ものを説明させていただきます。なお、令和 5 年度に引き続き世田谷区の助成金も決算内容に含んでおりま

す。  

収入の部  

1. PTA 会費 

会員数 430 名は令和 6 年度総会時点の会員数であり、予算案や決報告書の会員数とは異なる。 

2. 単 P 研修会活動費助成金 

助成金なし。単 P 研修会ではなく「わいわいミーティング」開催のため 

3. 雑収入 

積立定期の利息上昇のため、積立し直した際の受取利子 

4. その他収入 

PTA 未加入世帯からのアウトソーシング代金 

 

支出の部  

7. 消耗品費  

備品の欠品が重なり発注数増加、商品単価値上げの影響 

10. 保険 

PTA 総合補償制度の保険会社変更を行い、保険料を削減 

団体個人情報漏えい補償制度の保険加入が遅れ、保険料が 11 か月分となり見かけ上減額 

12. 校外活動費  

隔年で作成されている安全マップの更新を行い、経費を安く抑えられた。 

15. 児童入学卒業祝金 

 商品単価値上げ、送料無料から有料となった。 

 

令和 5 年度より、卒業対策費における会計作業の効率化のため、卒業対策費関連の集金作業及び振込作業を

引き受けている。 

以上により、令和 6 年度収支金額は、収入金額 4,277,755 円、支出金額 2,014,252 円、次年度繰越金は 

2,263,503 円となり、令和 7 年度会計に引き渡しました。  

                          令和 6 年度赤堤小学校 PTA 会計 澤口・森田  

 
 

令和 6 年度 PTA 会計監査報告  
 

令和 6 年度決算について監査を行い、適正に処理されていることを確認いたしました。 

令和 6 年度赤堤小学校 PTA 監査 瀬戸口・荒井 
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 令和７年度ＰＴＡ年間活動テーマ（案） 

 

みんなでサポート！ ちょっとの力で大きな笑顔 

 -できる時に・できる人が・できる事を- 

 活動方針（案） 

 

PTA は、保護者と先生方が互いに学び、協力して活動することを通じて、子どもたちの健全な育成と

幸せの実現を目指しております。学校が掲げる以下の目標をもとに、PTA としての今年度の活動テー

マを、上記の通りとしたいと思います。 

 

【学校が掲げる目標】 

 ◆教育目標       ○よく考える子 ○やさしい子 ○元気な子 ○すすんでやる子 

 ◆めざす学校像     「子どもの主体性をはぐくむ 赤堤小学校」 

 ◆重点目標       「社会の中で自立して生きるための基礎的な力を育てる」 

             ○みんなの中で自分を生かす ○自分の行いを振り返る 

◆PTA活動方針（案） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 令和７年度 活動予定  
 

4月 入学式サポート 

5月  PTA総会（書面開催）、運動会サポート 

6月 地域主催のイベント、体力テストサポート 

７月  ラジオ体操サポート 

1月 次年度役員選出 

2月 次年度役員互選会 

3月 卒業式サポート 

 

【通年活動】 

役員会・実行委員会各種会議開催、校外での会議出席 

地域との交流（イベントや会議等）出席、PTA会員（保護者・教職員）向け研修会等の企画・開催 

広報誌『あかづつみ』発行 

 委託業務『赤堤小学校遊び場開放』の運営、赤堤小学校の授業や行事の運営協力・サポート 

 

※各役員・委員の仕事内容の確認とスリム化を図ります。 

※PTA運営に関する全体の流れや方法を確認し、スリム化を図ります。 

※行事に関しては、感染症等の影響により、変更となる可能性がありますこと、ご了承ください。 

 

                                      以上 

第 2号議案 

PTAは、子どもたちの健やかな成長を支える為に、保護者と教職員が協力し合う大切な組織

です。学校、家庭、地域単体では気づきにくいことを、みんなで考え、力を合わせて行動する

ことで、子どもたちにとってより良い学びの場づくりを後押しします。 

また、働き方や家庭の在り方も大きく変化していく世の中で、皆さまのご意見を取り入れな

がら、無理なく、楽しく参加できるＰＴＡを目指していきたいと考えています。 
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令和7年度赤堤小学校PTA会計予算案

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

2025/5/10

赤堤小学校PTA会長　森　章子

PTA会員数428名…家庭数401名＋教員数27名（児童数499名）令和7年2月28日現在

収入の部（単位：円）

項目 R5年度決算額 R6年度予算額 R6年度決算額 R7年度予算額 対R5決算 増減 対R6決算 増減

前年度繰越金① 2,081,091 2,195,550 2,195,550 2,263,503 182,412 67,953

1 PTA会費 1,082,000 1,060,800 1,038,000 1,039,200 ▲ 42,800 1,200

交通安全教室委託料 13,000 0 0 0 ▲ 13,000 0

防犯パトロール助成金 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0

単P研修会費 15,000 15,000 0 15,000 0 15,000

3 雑収入 13 0 791 0 ▲ 13 ▲ 791

4 その他収入 0 0 1,350 3,600 3,600 2,250

当期収入合計② 1,140,013 1,105,800 1,070,141 1,087,800 ▲ 52,213 17,659

収入合計③＝①+② 3,221,104 3,301,350 3,265,691 3,351,303 130,199 85,612

支出の部（単位：円）

項目 R5年度決算額 R6年度予算額 R6年度決算額 R7年度予算額 対R5決算 増減 対R6決算 増減

1 PTA会費返金 600 10,000 1,400 10,000 9,400 8,600

3 旅費交通費 0 5,000 320 5,000 5,000 4,680

4 支払手数料 3,565 5,000 4,830 5,000 1,435 170

5 役員活動費 30,360 33,000 34,635 45,708 15,348 11,073

6 メンテナンス料 0 15,000 0 15,000 15,000 15,000

7 消耗品費 69,550 100,000 105,076 88,000 18,450 ▲ 17,076

8 渉外費 10,000 20,000 12,500 20,000 10,000 7,500

9 PTA連合分担金 22,450 35,360 21,350 34,240 11,790 12,890

学級活動費 0 1,000 2,182 20,000 20,000 17,818

広報活動費 77,650 85,000 79,610 85,000 7,350 5,390

単Ｐ研修会活動費 15,000 0 0 15,000 0 15,000

13 主催・共催行事費 0 0 0 0 0 0

14 慶弔費 33,000 25,000 25,000 0 ▲ 33,000 ▲ 25,000

16 サークル援助費 4,500 4,500 4,500 4,500 0 0

17 ﾍﾞﾙﾏｰｸﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援費 2,063 2,100 1,898 5,000 2,937 3,102

備品積立金 100,000 43,700 43,000 42,000 ▲ 58,000 ▲ 1,000

周年行事積立金 100,000 87,400 87,000 85,000 ▲ 15,000 ▲ 2,000

19 予備費 0 0 0 0 0 0

当期支出合計④ 1,025,554 1,114,774 1,002,188 1,091,174 65,620 88,986

前年度からの繰越金① 2,081,091 2,195,550 2,195,550 2,263,503 182,412 67,953

次年度への繰越金⑤ 2,195,550 2,186,576 2,263,503 2,260,129 64,579 ▲ 3,374

支出合計⑥＝④+⑤ 3,221,104 3,301,350 3,265,691 3,351,303 130,199 85,612

当期収支⑦＝②-④ 114,459 ▲ 8,974 67,953 ▲ 3,374 ▲ 117,833 ▲ 71,327

令和7年度会計予算案について

【収入の部】

１．校長先生はPTA会員数には含めない。

４．アウトソーシング代は、PTA未加入世帯からも徴収。

遊び場会計：委託事業のため独立しており、委託料から支出し年度末清算され繰越金も発生しないため、PTA予算には含まれない。

助成金：単P活動費は、実施を検討中のため、R7年度役員にて決定。

【支出の部】

２．郵送料値上がりに伴い増額。

７．消耗品費：例年、経費が抑えられているので減額。

９．PTA連合分担金：分担金の有無が不明のため、現状は今まで同様の金額の単価８０円で計上。

なお、R4年度以降コロナによる軽減措置(単価80円の50円に減額)が適用されているが、

適用が外れる時期未定のため、R7年度予算は単価を80円で計算。

11.学級活動費：活動を増やす予定のため増額。

14.慶弔費：先生方への餞別を廃止(R6年度より)のため減額。

15.児童卒業入学祝金：送料追加と単価上昇のため増額。

17.ベルボラ：送料値上がりと活動費追加に伴い増額。

18.積立金：家庭数の減少に伴い積立金額算出方法を昨年度に変更。積立が1,000円単位のため1,000円未満切り捨て。

ベルマーク送料、活動費

18 積立金
コピー機等、備品購入積立(\100×会員数) 1,000円未満切り捨て

周年行事積立(\200×会員数) 1,000円未満切り捨て

※内、校外活動費分繰越金121,344円

129,595 160,774 25,408 31,179
入学卒業祝い菓子(亀の井130,774円(\320×170人)(\350×180人)＋送料
卒業証書入(\300×卒業生数100人)

赤小PTAバレーボール部 

▲ 1,748
会費中校外費充当額：228,150円(￥450×児童数+未加入世帯分)

馬だし1日委託料 ￥1,392×197日(令7年度委託予定数)274,224円 、活動費等10,000円

離任先生方へのお手紙 他 R3年度より廃止

餞別(R7年度より廃止)、見舞金

15 児童入学卒業祝金 135,366 123,000

 校外活動費登下校支援 262,674 338,488 285,972 284,224 21,550

▲ 518
PTA総合補償制度掛金(￥150×家庭数＋￥8×児童数＋運営費\500)
団体個人情報漏えい補償制度(￥30×児童数＋運営費\500)

P
T
A
活
動
費

11 委員会活動費

活動費・交通費

広報誌発行印刷費、活動費・交通費

実施検討中（R7年度役員にて決定）

12 校外活動費

P
T
A
運
営
費

転出生へのPTA会費返金

2 通信費

ふれあいサンデー祝金

世小P会費(￥80×会員数)[コロナ減額未適用(\80→\50)]

10 保険 102,400 99,350 80,630 80,112 ▲ 22,288

印刷機インク代、コピー用紙、文具、衛生用品

56,376 81,876 82,690 86,616 30,240 3,926
切手代・こどもをまもろう110番継続確認用切手16,500円
WiFiルータ費及び通信費(￥3,718ｘ12ヶ月＝44,616円)
PTA役員通信費￥1,500×17人＝25,500円

交通費

振込手数料

オンライン会議用アカウント(23,268円)、サースクスクエア有料プラン代(22,440円)

コピー機

受取利息

アウトソーシング費用(未加入世帯分)

摘要

《R7 PTA総会資料》

摘要

※内、校外活動費分繰越金167,418円

￥2,400×会員数＋転入生分(想定：433名)

2 世田谷区助成金

校外委員会 R6年度からなし

校外委員会：保険加入費用の一部助成

実施検討中（R7年度役員にて決定）

令和7年度　個別管理会計(単位：円)

備品積立金 遊び場

預入金額 513,106 預入金額 583,117 収入計画

世田谷区助成金 879,900 遊び場開放運営委託料(遊び場)

令和7年度積立金 43,000 令和7年度積立金 87,000 支出計画

※積立金取り崩し 0 ※積立金取り崩し 0 活動費 879,900 指導員手当他(遊び場)

貯金利息 91 貯金利息 102 返金 0

税額 12 税額 13 計 879,900

残高計画 556,185 残高計画 670,206 差異 0

周年行事積立金

第３号議案
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‭PTA‬‭規‬‭約‬‭規‬‭約‬‭･‬‭細‬‭則‬‭の‬‭改‬‭定‬‭に‬‭つ‬‭い‬‭て‬
‭赤‬‭堤‬‭小‬‭学‬‭校‬‭PTA‬‭規‬‭約‬‭と‬‭細‬‭則‬‭の‬‭改‬‭定‬‭案‬‭を‬‭提‬‭出‬‭し‬‭ま‬‭す。‬

‭規‬‭約‬‭：‬‭総‬‭会‬‭で‬‭の‬‭み‬‭改‬‭定‬‭が‬‭可‬‭能‬

‭細‬‭則‬‭：‬‭PTA‬‭規‬‭約‬‭の‬‭運‬‭用‬‭方‬‭法‬‭を‬‭よ‬‭り‬‭詳‬‭細‬‭に‬‭決‬‭め‬‭た‬‭規‬‭則‬

‭細‬‭則‬‭は‬‭規‬‭約‬‭と‬‭は‬‭異‬‭な‬‭り‬‭､‬‭学‬‭校・‬‭役‬‭員・‬‭学‬‭級‬‭委‬‭員‬‭で‬‭構‬‭成‬‭さ‬‭れ‬‭年‬‭3‬‭回‬‭行‬‭わ‬‭れ‬‭る‬‭実‬‭行‬‭委‬‭員‬‭会‬‭の‬‭承‬‭認‬‭に‬‭よ‬‭り‬‭変‬‭更‬‭が‬‭可‬‭能‬

‭規‬‭約‬‭改‬‭定‬‭で‬‭変‬‭更‬‭さ‬‭れ‬‭る‬‭名‬‭称‬‭を‬‭同‬‭時‬‭に‬‭細‬‭則‬‭に‬‭適‬‭用‬‭す‬‭る‬‭必‬‭要‬‭が‬‭あ‬‭る‬‭た‬‭め、‬‭併‬‭せ‬‭て‬‭提‬‭出‬‭し‬‭ま‬‭す。‬

‭■‬‭規‬‭約‬‭改‬‭定‬‭の‬‭要‬‭旨‬

‭(1)‬‭役‬‭員‬‭の‬‭任‬‭期‬‭に‬‭つ‬‭い‬‭て‬‭の‬‭変‬‭更‬‭（任‬‭期‬‭及‬‭び‬‭引‬‭継‬‭ぎ‬‭期‬‭間‬‭の‬‭明‬‭記）‬

‭(2)‬‭監‬‭査‬‭の‬‭任‬‭期‬‭に‬‭つ‬‭い‬‭て‬‭の‬‭変‬‭更‬‭（任‬‭期‬‭及‬‭び‬‭引‬‭継‬‭ぎ‬‭期‬‭間‬‭の‬‭明‬‭記）‬

‭(3)‬‭実‬‭行‬‭委‬‭員‬‭会‬‭に‬‭つ‬‭い‬‭て‬‭の‬‭変‬‭更‬‭（学‬‭年‬‭委‬‭員‬‭か‬‭ら‬‭学‬‭級‬‭委‬‭員‬‭へ‬‭の‬‭名‬‭称‬‭変‬‭更）‬

‭■‬‭細‬‭則‬‭改‬‭定‬

‭(1)‬‭第‬‭1‬‭条‬‭の‬‭2‬‭及‬‭び‬‭3‬‭に‬‭つ‬‭い‬‭て‬‭の‬‭変‬‭更‬‭（副‬‭委‬‭員‬‭長‬‭規‬‭定‬‭の‬‭補‬‭足）‬

‭(2)‬‭第‬‭2‬‭条‬‭の‬‭変‬‭更‬

‭(3)‬‭第‬‭7‬‭条‬‭の‬‭3‬‭を‬‭削‬‭除‬‭（学‬‭年‬‭代‬‭表‬‭の‬‭廃‬‭止）‬

‭(4)‬‭第‬‭8‬‭条‬‭の‬‭1‬‭を‬‭変‬‭更‬

‭規‬‭約‬‭･‬‭細‬‭則‬‭の‬‭変‬‭更‬‭点‬‭の‬‭詳‬‭細‬‭は‬‭､‬‭以‬‭下‬‭の‬‭通‬‭り‬‭で‬‭す。‬

‭■‬‭規‬‭約‬‭改‬‭定‬
‭(1)‬‭役‬‭員‬‭の‬‭任‬‭期‬‭に‬‭つ‬‭い‬‭て‬‭の‬‭変‬‭更‬

‭改‬‭定‬‭後‬‭(案)‬ ‭改‬‭定‬‭前‬
‭第‬‭10‬‭条‬‭　‬‭役‬‭員‬‭の‬‭選‬‭出‬‭及‬‭び‬‭任‬‭期‬‭は‬‭次‬‭の‬‭と‬‭お‬‭り‬‭と‬‭す‬‭る。‬
‭１‬‭．‬‭（略）‬
‭２‬‭．‬‭役‬‭員‬‭の‬‭任‬‭期‬‭は‬‭毎‬‭年‬‭４‬‭月‬‭１‬‭日‬‭か‬‭ら‬‭翌‬‭年‬‭３‬‭月‬‭３‬‭１‬‭日‬‭ま‬
‭で‬‭の‬‭１‬‭年‬‭間‬‭と‬‭す‬‭る。‬
‭但‬‭し、‬‭役‬‭員‬‭の‬‭選‬‭出‬‭後‬‭か‬‭ら‬‭３‬‭月‬‭３‬‭１‬‭日‬‭ま‬‭で‬‭を‬‭引‬‭継‬‭ぎ‬‭期‬‭間‬
‭と‬‭す‬‭る。‬
‭３‬‭．‬‭４‬‭．‬‭５‬‭．‬‭６‬‭．‬‭（略）‬

‭第‬‭10‬‭条‬‭　‬‭役‬‭員‬‭の‬‭選‬‭出‬‭及‬‭び‬‭任‬‭期‬‭は‬‭次‬‭の‬‭と‬‭お‬‭り‬‭と‬‭す‬‭る。‬
‭１‬‭．‬‭（略）‬
‭２‬‭．‬‭役‬‭員‬‭の‬‭任‬‭期‬‭は‬‭毎‬‭年‬‭４‬‭月‬‭１‬‭日‬‭よ‬‭り‬‭１‬‭年‬‭間‬‭と‬‭す‬‭る。‬

‭３‬‭．‬‭４‬‭．‬‭５‬‭．‬‭６‬‭．‬‭（略）‬

‭(2)‬‭監‬‭査‬‭の‬‭任‬‭期‬‭に‬‭つ‬‭い‬‭て‬‭の‬‭変‬‭更‬
‭改‬‭定‬‭後‬‭(案)‬ ‭改‬‭定‬‭前‬

‭第‬‭11‬‭条‬‭　‬‭監‬‭査‬‭の‬‭任‬‭務‬‭及‬‭び‬‭選‬‭出‬‭は‬‭次‬‭の‬‭と‬‭お‬‭り‬‭と‬‭す‬‭る。‬
‭１‬‭．‬‭２‬‭．‬‭（略）‬
‭３‬‭．‬‭監‬‭査‬‭の‬‭任‬‭期‬‭は‬‭毎‬‭年‬‭４‬‭月‬‭１‬‭日‬‭か‬‭ら‬‭翌‬‭年‬‭３‬‭月‬‭３‬‭１‬‭日‬‭ま‬
‭で‬‭の‬‭１‬‭年‬‭間‬‭と‬‭す‬‭る。‬
‭但‬‭し、‬‭役‬‭員‬‭の‬‭選‬‭出‬‭後‬‭か‬‭ら‬‭３‬‭月‬‭３‬‭１‬‭日‬‭ま‬‭で‬‭を‬‭引‬‭継‬‭ぎ‬‭期‬‭間‬
‭と‬‭す‬‭る。‬‭ま‬‭た、‬‭再‬‭任‬‭を‬‭認‬‭め‬‭る。‬
‭４‬‭．‬‭５‬‭．‬‭（略）‬

‭第‬‭11‬‭条‬‭　‬‭監‬‭査‬‭の‬‭任‬‭務‬‭及‬‭び‬‭選‬‭出‬‭は‬‭次‬‭の‬‭と‬‭お‬‭り‬‭と‬‭す‬‭る。‬
‭１‬‭．‬‭２‬‭．‬‭（略）‬
‭３‬‭．‬‭監‬‭査‬‭の‬‭任‬‭期‬‭は‬‭毎‬‭年‬‭４‬‭月‬‭１‬‭日‬‭よ‬‭り‬‭１‬‭年‬‭間‬‭と‬‭す‬‭る。‬‭但‬
‭し、‬‭再‬‭任‬‭を‬‭認‬‭め‬‭る。‬

‭４‬‭．‬‭５‬‭．‬‭（略）‬
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‭(3)‬‭実‬‭行‬‭委‬‭員‬‭会‬‭に‬‭つ‬‭い‬‭て‬‭の‬‭変‬‭更‬
‭改‬‭定‬‭後‬‭(案)‬ ‭改‬‭定‬‭前‬

‭第‬‭16‬‭条‬‭　‬‭（実‬‭行‬‭委‬‭員‬‭会）‬
‭１‬‭．‬‭実‬‭行‬‭委‬‭員‬‭会‬‭は‬‭役‬‭員、‬‭学‬‭級‬‭委‬‭員‬‭、‬‭設‬‭置‬‭さ‬‭れ‬‭た‬‭場‬‭合‬‭は‬
‭特‬‭別‬‭委‬‭員‬‭会‬‭委‬‭員‬‭長‬‭及‬‭び‬‭教‬‭員‬‭若‬‭干‬‭名‬‭に‬‭よっ‬‭て‬‭構‬‭成‬‭し、‬‭会‬
‭長‬‭が‬‭毎‬‭月‬‭定‬‭時‬‭又‬‭は‬‭必‬‭要‬‭あ‬‭る‬‭ご‬‭と‬‭に‬‭招‬‭集‬‭す‬‭る。‬
‭２‬‭．‬‭３‬‭．‬‭（略）‬

‭第‬‭16‬‭条‬‭　‬‭（実‬‭行‬‭委‬‭員‬‭会）‬
‭１‬‭．‬‭実‬‭行‬‭委‬‭員‬‭会‬‭は‬‭役‬‭員、‬‭学‬‭年‬‭委‬‭員‬‭、‬‭設‬‭置‬‭さ‬‭れ‬‭た‬‭場‬‭合‬‭は‬
‭特‬‭別‬‭委‬‭員‬‭会‬‭委‬‭員‬‭長‬‭及‬‭び‬‭教‬‭員‬‭若‬‭干‬‭名‬‭に‬‭よっ‬‭て‬‭構‬‭成‬‭し、‬‭会‬
‭長‬‭が‬‭毎‬‭月‬‭定‬‭時‬‭又‬‭は‬‭必‬‭要‬‭あ‬‭る‬‭ご‬‭と‬‭に‬‭招‬‭集‬‭す‬‭る。‬
‭２‬‭．‬‭３‬‭．‬‭（略）‬

‭■‬‭細‬‭則‬‭改‬‭定‬
‭(1))‬‭役‬‭員‬‭選‬‭考‬‭委‬‭員‬‭会‬‭の‬‭任‬‭務‬‭及‬‭び‬‭構‬‭成‬‭の‬‭変‬‭更‬

‭改‬‭定‬‭後‬‭(案)‬ ‭改‬‭定‬‭前‬
‭第‬‭1‬‭条‬‭　‬‭役‬‭員‬‭選‬‭考‬‭委‬‭員‬‭会‬‭の‬‭任‬‭務‬‭及‬‭び‬‭構‬‭成‬
‭１‬‭．‬‭（略）‬
‭２‬‭．‬‭役‬‭員‬‭選‬‭考‬‭委‬‭員‬‭会‬‭は、‬‭学‬‭級‬‭委‬‭員‬‭長・‬‭同‬‭副‬‭委‬‭員‬‭長‬‭（‬‭規‬
‭約‬‭の‬‭第‬‭21‬‭条‬‭に‬‭則‬‭り‬‭副‬‭委‬‭員‬‭長‬‭を‬‭設‬‭置‬‭す‬‭る‬‭場‬‭合）‬‭及‬‭び‬‭学‬‭級‬
‭委‬‭員‬‭で‬‭構‬‭成‬‭す‬‭る。‬
‭３‬‭．‬‭学‬‭級‬‭委‬‭員‬‭長‬‭が、‬‭役‬‭員‬‭選‬‭考‬‭委‬‭員‬‭会‬‭委‬‭員‬‭長‬‭の‬‭職‬‭に‬‭あ‬‭た‬
‭る。‬

‭第‬‭1‬‭条‬‭　‬‭役‬‭員‬‭選‬‭考‬‭委‬‭員‬‭会‬‭の‬‭任‬‭務‬‭及‬‭び‬‭構‬‭成‬
‭１‬‭．‬‭（略）‬
‭２‬‭．‬‭役‬‭員‬‭選‬‭考‬‭委‬‭員‬‭会‬‭は、‬‭学‬‭年‬‭委‬‭員‬‭長・‬‭同‬‭副‬‭委‬‭員‬‭長‬‭及‬‭び‬
‭学‬‭年‬‭委‬‭員‬‭で‬‭構‬‭成‬‭す‬‭る。‬

‭３‬‭．‬‭学‬‭年‬‭委‬‭員‬‭長‬‭が、‬‭役‬‭員‬‭選‬‭考‬‭委‬‭員‬‭会‬‭委‬‭員‬‭長‬‭の‬‭職‬‭に‬‭あ‬‭た‬
‭る。‬

‭(2)‬‭役‬‭員‬‭選‬‭出‬‭に‬‭つ‬‭い‬‭て‬‭の‬‭変‬‭更‬
‭改‬‭定‬‭後‬‭(案)‬ ‭改‬‭定‬‭前‬

‭第‬‭2‬‭条‬‭　‬‭役‬‭員‬‭候‬‭補‬‭及‬‭び‬‭監‬‭査‬‭候‬‭補‬‭の‬‭選‬‭出‬
‭会‬‭長‬ ‭1‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭1)‬
‭副‬‭会‬‭長‬ ‭3‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭2‬‭､‬‭教‬‭員‬‭1)‬
‭書‬‭記‬ ‭2‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭2)‬
‭会‬‭計‬ ‭2‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭2)‬
‭学‬‭級‬‭委‬‭員‬‭長‬ ‭3‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭3)‬
‭校‬‭外‬‭委‬‭員‬‭長‬ ‭3‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭2‬‭､‬‭教‬‭員‬‭1)‬
‭研‬‭修‬‭イ‬‭ベ‬‭ン‬‭ト‬‭委‬‭員‬‭長‬ ‭2‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭2)‬
‭広‬‭報‬‭委‬‭員‬‭長‬ ‭1‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭1)‬
‭PTA‬‭遊‬‭び‬‭場‬‭委‬‭員‬‭長‬ ‭2‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭2)‬

‭１‬‭．‬‭保‬‭護‬‭者‬‭側‬‭役‬‭員‬‭候‬‭補‬‭は、‬‭次‬‭の‬‭手‬‭順‬‭に‬‭よっ‬‭て‬‭推‬‭薦‬‭し、‬
‭総‬‭会‬‭に‬‭よ‬‭る‬‭承‬‭認‬‭又‬‭は‬‭書‬‭面‬‭に‬‭よ‬‭る‬‭会‬‭員‬‭の‬‭承‬‭認‬‭を‬‭経‬‭て、‬‭役‬
‭員‬‭の‬‭職‬‭に‬‭就‬‭く。‬
‭①‬‭１‬‭年‬‭か‬‭ら‬‭５‬‭年‬‭ま‬‭で‬‭の‬‭各‬‭学‬‭級‬‭か‬‭ら‬‭１‬‭名‬‭以‬‭上、‬‭又‬‭は‬‭各‬‭学‬
‭年‬‭か‬‭ら‬‭学‬‭級‬‭数‬‭以‬‭上‬‭の‬‭役‬‭員‬‭候‬‭補‬‭者‬‭を‬‭推‬‭薦‬‭す‬‭る。‬
‭②‬‭役‬‭員‬‭選‬‭考‬‭委‬‭員‬‭会‬‭は‬‭各‬‭学‬‭級‬‭又‬‭は‬‭各‬‭学‬‭年‬‭か‬‭ら‬‭選‬‭ば‬‭れ‬‭た‬‭候‬
‭補‬‭者‬‭を‬‭招‬‭集‬‭し、‬‭候‬‭補‬‭者‬‭同‬‭士‬‭の‬‭話‬‭し‬‭合‬‭い‬‭に‬‭よ‬‭り‬‭役‬‭職‬‭（会‬
‭長、‬‭副‬‭会‬‭長、‬‭書‬‭記、‬‭会‬‭計、‬‭学‬‭級‬‭委‬‭員‬‭長‬‭等）‬‭候‬‭補‬‭を‬‭互‬‭選‬
‭す‬‭る。‬
‭２‬‭．‬‭３‬‭．‬‭（略）‬

‭第‬‭2‬‭条‬‭　‬‭役‬‭員‬‭候‬‭補‬‭及‬‭び‬‭監‬‭査‬‭候‬‭補‬‭の‬‭選‬‭出‬
‭会‬‭長‬ ‭1‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭1)‬
‭副‬‭会‬‭長‬ ‭3‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭2‬‭､‬‭教‬‭員‬‭1)‬
‭書‬‭記‬ ‭2‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭2)‬
‭会‬‭計‬ ‭2‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭2)‬
‭学‬‭年‬‭委‬‭員‬‭長‬ ‭3‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭3)‬
‭校‬‭外‬‭委‬‭員‬‭長‬ ‭3‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭2‬‭､‬‭教‬‭員‬‭1)‬
‭研‬‭修‬‭イ‬‭ベ‬‭ン‬‭ト‬‭委‬‭員‬‭長‬ ‭2‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭2)‬
‭広‬‭報‬‭委‬‭員‬‭長‬ ‭1‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭1)‬
‭PTA‬‭遊‬‭び‬‭場‬‭委‬‭員‬‭長‬ ‭2‬‭名‬‭(保‬‭護‬‭者‬‭2)‬

‭１‬‭．‬‭保‬‭護‬‭者‬‭側‬‭役‬‭員‬‭候‬‭補‬‭は、‬‭次‬‭の‬‭手‬‭順‬‭に‬‭よっ‬‭て‬‭推‬‭薦‬‭し、‬
‭総‬‭会‬‭に‬‭よ‬‭る‬‭承‬‭認‬‭又‬‭は‬‭書‬‭面‬‭に‬‭よ‬‭る‬‭会‬‭員‬‭の‬‭承‬‭認‬‭を‬‭経‬‭て、‬‭役‬
‭員‬‭の‬‭職‬‭に‬‭就‬‭く。‬
‭①‬‭１‬‭年‬‭か‬‭ら‬‭５‬‭年‬‭ま‬‭で‬‭の‬‭各‬‭学‬‭級‬‭か‬‭ら‬‭１‬‭名‬‭以‬‭上、‬‭又‬‭は‬‭各‬‭学‬
‭年‬‭か‬‭ら‬‭学‬‭級‬‭数‬‭以‬‭上‬‭の‬‭役‬‭員‬‭候‬‭補‬‭者‬‭を‬‭推‬‭薦‬‭す‬‭る。‬
‭②‬‭役‬‭員‬‭選‬‭考‬‭委‬‭員‬‭会‬‭は‬‭各‬‭学‬‭級‬‭又‬‭は‬‭各‬‭学‬‭年‬‭か‬‭ら‬‭選‬‭ば‬‭れ‬‭た‬‭候‬
‭補‬‭者‬‭を‬‭招‬‭集‬‭し、‬‭候‬‭補‬‭者‬‭同‬‭士‬‭の‬‭話‬‭し‬‭合‬‭い‬‭に‬‭よ‬‭り‬‭役‬‭職‬‭（会‬
‭長、‬‭副‬‭会‬‭長、‬‭書‬‭記、‬‭会‬‭計、‬‭学‬‭年‬‭委‬‭員‬‭長‬‭等）‬‭候‬‭補‬‭を‬‭互‬‭選‬
‭す‬‭る。‬
‭２‬‭．‬‭３‬‭．‬‭（略）‬

‭(3)‬‭第‬‭7‬‭条‬‭の‬‭3‬‭を‬‭削‬‭除‬
‭改‬‭定‬‭後‬‭(案)‬ ‭改‬‭定‬‭前‬

‭第‬‭7‬‭条‬‭　‬‭委‬‭員‬‭選‬‭出‬
‭１‬‭．‬‭２‬‭．‬‭（略）‬
‭３‬‭．‬‭削‬‭除‬

‭第‬‭7‬‭条‬‭　‬‭委‬‭員‬‭選‬‭出‬
‭１‬‭．‬‭２‬‭．‬‭（略）‬
‭３‬‭．‬‭学‬‭年‬‭委‬‭員‬‭は‬‭学‬‭年‬‭毎‬‭に‬‭学‬‭年‬‭代‬‭表‬‭を‬‭選‬‭出‬‭す‬‭る。‬

‭(4)‬‭第‬‭8‬‭条‬‭の‬‭変‬‭更‬
‭　‬‭　‬‭　‬‭　‬‭　‬‭改‬‭定‬‭後‬‭(案)‬ ‭　‬‭　‬‭　‬ ‭改‬‭定‬‭前‬

‭第‬‭8‬‭条‬‭　‬‭　‬‭委‬‭員‬‭会‬
‭１‬‭．‬‭本‬‭会‬‭の‬‭委‬‭員‬‭会‬‭は‬‭学‬‭級‬‭委‬‭員‬‭会、‬‭広‬‭報‬‭委‬‭員‬‭会、‬‭校‬‭外‬‭委‬
‭員‬‭会、‬‭研‬‭修‬‭イ‬‭ベ‬‭ン‬‭ト‬‭委‬‭員‬‭会、‬‭遊‬‭び‬‭場‬‭開‬‭放‬‭委‬‭員‬‭会‬‭と‬‭す‬
‭る。‬
‭２‬‭．‬‭３‬‭．‬‭（略）‬

‭第‬‭8‬‭条‬‭　‬‭委‬‭員‬‭会‬
‭１‬‭．‬‭本‬‭会‬‭の‬‭委‬‭員‬‭会‬‭は‬‭学‬‭年‬‭委‬‭員‬‭会、‬‭広‬‭報‬‭委‬‭員‬‭会、‬‭校‬‭外‬‭委‬
‭員‬‭会、‬‭研‬‭修‬‭イ‬‭ベ‬‭ン‬‭ト‬‭委‬‭員‬‭会、‬‭遊‬‭び‬‭場‬‭開‬‭放‬‭委‬‭員‬‭会‬‭と‬‭す‬
‭る。‬
‭２‬‭．‬‭３‬‭．‬‭（略）‬

‭以‬ ‭上‬
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